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基本目標２ 共に支えあう安全・安心な地域づくり

施策４ 支え合いの地域づくり

１ 生活支援体制整備事業の推進

一人暮らしや高齢者のみの世帯、認知症の高齢者が増加する中、地域における課題は

多様化しています。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくためには、多

様な生活上の困りごとに対する支援が必要となります。

本市においては、日常生活圏域ごとの実情に応じて、地域のニーズ・課題、多様なサ

ービスの開発、担い手の発掘・育成等に取り組むため、生活支援コーディネーターを配

置するとともに、話し合いの場として協議体を設置し、地域住民による見守りや、通い

の場、移動スーパー等の活動を実施しています。すべての日常生活圏域に協議体が設置

できるように事業推進と活動支援を継続し、地域共生社会の実現に向け取り組みます。

事業名 内 容

協議体の設置 ・多様な関係機関等が集まり、情報共有や連携を強化する場を設置します。

・第１層は市全体の協議の場として活用していきます。

・第２層は日常生活圏域ごとに話し合いの場として協議体を設置すること

で、地域連携の強化を図り、地域包括ケアシステムの一部となる地域の

支援体制づくりを推進します。

生活支援コーディネー

ターの配置

・高齢者の生活支援サービスの体制整備を目的とし、生活支援の担い手、

サービスの開発、関係者のネットワークなどの役割を担う生活支援コー

ディネーターを協議体ごとに配置します。協議体において、市民が主体

的に地域課題や解決方法について検討できるよう、生活支援コーディネ

ーターの役割を十分発揮できるよう取り組みます。

【生活支援体制整備事業のイメージ】
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２ 地域支え合い体制の推進

高齢化や人口減少が進み、地域で支え合う基盤が弱まってきています。日常生活にお

ける人と人とのつながりが弱まる中、誰もが住み慣れた地域で孤立せずにその人らし

い生活を送ることができるよう、移動スーパー等様々な地域資源が協働し、支援が必要

な高齢者等を地域の実情に応じた仕組みで支え、見守るためのネットワークづくりが

必要となります。

また、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、緊急時の通報手段

を高齢者でも簡単に操作できるＩＣＴ（ペンダント型発信機、センサー等）を利用した

システムにより、切れ目のない見守り体制を構築します。

事業名 内 容

高齢者見守りネットワ

ーク事業

・高齢者、障がい者、認知症者、その他日常的に支援を必要とする人が安

心して生活できるようにするため、各地区において見守りネットワーク

事業の取組を組織し、見守る活動を支援します。

緊急通報システム整備

事業

・自宅での急病や事故発生時に、ごく簡単な操作で緊急事態を通報できる

装置（警備システム端末機）を設置することで、市が委託する警備会社

が状況に応じて緊急通報時の対応を行うほか、平時の見守りや月１回の

安否確認訪問、 時間対応の電話相談を実施します。また、地域包括支

援センター職員や民生委員による実態把握に努め、必要世帯に設置を促

します。

地域の見守りと買い物

支援事業

・「自宅近くに商店がない」、「移動手段がない」など買い物に困っている方

に対し移動スーパーを実施することにより、買い物ができる環境を整え

日常生活の支援と、移動スーパーによりコミュニケーションの場を提供

して地域の見守りを実施し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせ

る体制づくりを推進します。

・地域共助活動推進事業

・救急医療情報キット配布事業

・ふれあい・いきいきサロン

《その他の事業》

移動スーパー ふれあい・いきいきサロン救急医療情報キット
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施策５ 高齢者が安心して暮らせるまちづくり

１ 高齢者の交通安全・防犯対策

①移動手段の確保

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるには、買い物や通院といった日常

生活を支える移動手段が必要になります。地域における移動手段の確保にあたっては、

高齢者の移動を念頭に置きつつ、公共交通サービスの充実等を図ります。

事業名 内 容

公共交通ネットワーク

の整備

・公共施設、病院、金融機関、商業施設等を目的地としたデマンドタクシ

ー「いちごタクシー」と中心市街地を循環するコミュニティバス「いち

ごバス」、中心市街地と周辺地域を結ぶコミュニティバス「もおかベリー

号」を運行し、それらの利便性を高めるため、随時、運行内容の見直し

を図ります。また、公共交通機関の相互連携による広域的な公共交通ネ

ットワークの構築を図ります。

老人福祉タクシー利用

助成事業

・自動車等を所有・使用していない一人暮らしや高齢者のみ世帯等に対し

てタクシー利用券を交付し、日常生活に必要な交通を確保します。

高齢者等外出支援事業 ・在宅のねたきり高齢者等の介護を必要とする方に対し、病院等への外出

に必要なリフト付車両等の利用できる助成券を交付し、必要な交通の便

を確保します。

②交通安全対策の充実

高齢者の交通事故の割合は年々増加傾向にあり、死亡事故など大きな事故につなが

る事例が発生しています。そのため、高齢者はもとより、市民の誰もが安全に外出でき

るよう、交通環境の整備や交通安全に関する啓発をさらに推進する必要があります。

また、高齢者が自動車運転免許証の自主返納した後も、充実した生活を続けられる

よう高齢者運転免許証自主返納支援事業を実施し支援します。

事業名 内 容

高齢者運転免許証自主

返納支援事業

・運転免許証を自主返納した高齢者を対象として、交通事故防止と公共交

通の利用促進を図るため、デマンドタクシーとコミュニティバスの共通

無料乗車券の交付と、タクシー利用券の交付を行います。

交通安全教室の開催 ・地域づくり事業の中の交通安全座談会等において、交通安全に関する啓

発に努めます。

いちごバス もおかベリー号 交通安全教育車「マロニエ号」

での適正検査の様子

基本目標２ 共に支えあう安全・安心な地域づくり

基
本
目
標
２

③防犯・消費者被害等の対策

近年、悪質商法や特殊詐欺などの手口は多様化・巧妙化しており、消費者被害は増加

傾向にあります。特に高齢者を狙った消費者被害は深刻化しています。被害の未然防止

のため、防犯座談会等で啓発に努めるとともに、警察と連携して情報提供を行います。

また、特殊詐欺電話機等の購入補助金について、積極的にＰＲを行い、高齢者の特殊

詐欺被害防止に努めます。

事業名 内 容

防犯座談会の開催 ・地域づくり事業の中の防犯座談会や老人研修センターでの高齢者研修等

において、被害防止の啓発に努めます。

特殊詐欺電話機等の購

入補助事業

・特殊詐欺の被害防止を図るため、自動録音装置等を備えた特殊詐欺への

対策機能のある電話機等を購入した高齢者に対し補助金を交付し支援

します。

相談窓口の周知 ・消費生活センターで悪質な訪問販売・電話勧誘の被害相談を行っている

ことを周知します。

④安全・安心な住まい・まちづくり

住み慣れた自宅での生活を可能な限り続けるため、安全安心な住まい・まちづくりに

対する支援が必要となります。住宅においては大規模地震発生の切迫性が指摘されて

いる中、旧耐震基準により建築された住宅の耐震改修や建て替えによる耐震化を促進

する必要があります。また、増加している空き家は、防災・防犯・環境衛生等様々な面

から、地域の住環境に深刻な影響を及ぼすことが懸念されています。さらに、自力では

住宅を確保することが困難な高齢者や障がい者、子育て世帯等が住宅を確保すること

ができるよう、民間賃貸住宅との連携による住宅セーフティネットの有効活用を促進

します。

事業名 内 容

住まいの耐震性向上推

進事業

・住宅所有者等に対する地震発生の危険性、耐震化の必要性に係る効果的

な普及啓発を行うとともに、耐震化に要する費用の支援（補助制度）に

より、住宅の耐震化を促進します。

空き家バンク ・空き家バンクホームページ等で、空き家の物件情報を提供するととも

に、リフォームや家財道具処分及び引越しに要する費用の支援（補助

制度）により、空き家の有効活用を促進します。

セーフティネット住宅

登録制度

・公営住宅を補完するため、セーフティネット住宅登録制度などの民間賃

貸住宅と連携した住宅セーフティネットの有効活用を促進します。

住宅改修の支援 ・要介護者が住み慣れた自宅で安心して生活できるよう介護保険制度を利

用した住宅改修を推進します。
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基本目標２ 共に支えあう安全・安心な地域づくり

施策４ 支え合いの地域づくり

１ 生活支援体制整備事業の推進

一人暮らしや高齢者のみの世帯、認知症の高齢者が増加する中、地域における課題は

多様化しています。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくためには、多

様な生活上の困りごとに対する支援が必要となります。

本市においては、日常生活圏域ごとの実情に応じて、地域のニーズ・課題、多様なサ

ービスの開発、担い手の発掘・育成等に取り組むため、生活支援コーディネーターを配

置するとともに、話し合いの場として協議体を設置し、地域住民による見守りや、通い

の場、移動スーパー等の活動を実施しています。すべての日常生活圏域に協議体が設置

できるように事業推進と活動支援を継続し、地域共生社会の実現に向け取り組みます。

事業名 内 容

協議体の設置 ・多様な関係機関等が集まり、情報共有や連携を強化する場を設置します。

・第１層は市全体の協議の場として活用していきます。

・第２層は日常生活圏域ごとに話し合いの場として協議体を設置すること

で、地域連携の強化を図り、地域包括ケアシステムの一部となる地域の

支援体制づくりを推進します。

生活支援コーディネー

ターの配置

・高齢者の生活支援サービスの体制整備を目的とし、生活支援の担い手、

サービスの開発、関係者のネットワークなどの役割を担う生活支援コー

ディネーターを協議体ごとに配置します。協議体において、市民が主体

的に地域課題や解決方法について検討できるよう、生活支援コーディネ

ーターの役割を十分発揮できるよう取り組みます。

【生活支援体制整備事業のイメージ】

区長会
民生委員・児童委員

地域福祉推進員

消防団

その他必要な団体

社会福祉協議会

老人クラブ連合会

郵便局

協議体

生活支援コーディネーター
※支え合い・助け合いを広めること

はが野農業協同組合

特別養護老人ホーム交番・駐在所

小中学校・高校

ＰＴＡ

グループホーム
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施策５ 高齢者が安心して暮らせるまちづくり

１ 高齢者の交通安全・防犯対策

①移動手段の確保

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるには、買い物や通院といった日常

生活を支える移動手段が必要になります。地域における移動手段の確保にあたっては、

高齢者の移動を念頭に置きつつ、公共交通サービスの充実等を図ります。

事業名 内 容

公共交通ネットワーク

の整備

・公共施設、病院、金融機関、商業施設等を目的地としたデマンドタクシ

ー「いちごタクシー」と中心市街地を循環するコミュニティバス「いち

ごバス」、中心市街地と周辺地域を結ぶコミュニティバス「もおかベリー

号」を運行し、それらの利便性を高めるため、随時、運行内容の見直し

を図ります。また、公共交通機関の相互連携による広域的な公共交通ネ

ットワークの構築を図ります。

老人福祉タクシー利用

助成事業

・自動車等を所有・使用していない一人暮らしや高齢者のみ世帯等に対し

てタクシー利用券を交付し、日常生活に必要な交通を確保します。

高齢者等外出支援事業 ・在宅のねたきり高齢者等の介護を必要とする方に対し、病院等への外出

に必要なリフト付車両等の利用できる助成券を交付し、必要な交通の便

を確保します。

②交通安全対策の充実

高齢者の交通事故の割合は年々増加傾向にあり、死亡事故など大きな事故につなが

る事例が発生しています。そのため、高齢者はもとより、市民の誰もが安全に外出でき

るよう、交通環境の整備や交通安全に関する啓発をさらに推進する必要があります。

また、高齢者が自動車運転免許証の自主返納した後も、充実した生活を続けられる

よう高齢者運転免許証自主返納支援事業を実施し支援します。

事業名 内 容

高齢者運転免許証自主

返納支援事業

・運転免許証を自主返納した高齢者を対象として、交通事故防止と公共交

通の利用促進を図るため、デマンドタクシーとコミュニティバスの共通

無料乗車券の交付と、タクシー利用券の交付を行います。

交通安全教室の開催 ・地域づくり事業の中の交通安全座談会等において、交通安全に関する啓

発に努めます。

いちごバス もおかベリー号 交通安全教育車「マロニエ号」

での適正検査の様子

基本目標２ 共に支えあう安全・安心な地域づくり

基
本
目
標
２

③防犯・消費者被害等の対策

近年、悪質商法や特殊詐欺などの手口は多様化・巧妙化しており、消費者被害は増加

傾向にあります。特に高齢者を狙った消費者被害は深刻化しています。被害の未然防止

のため、防犯座談会等で啓発に努めるとともに、警察と連携して情報提供を行います。

また、特殊詐欺電話機等の購入補助金について、積極的にＰＲを行い、高齢者の特殊

詐欺被害防止に努めます。

事業名 内 容

防犯座談会の開催 ・地域づくり事業の中の防犯座談会や老人研修センターでの高齢者研修等

において、被害防止の啓発に努めます。

特殊詐欺電話機等の購

入補助事業

・特殊詐欺の被害防止を図るため、自動録音装置等を備えた特殊詐欺への

対策機能のある電話機等を購入した高齢者に対し補助金を交付し支援

します。

相談窓口の周知 ・消費生活センターで悪質な訪問販売・電話勧誘の被害相談を行っている

ことを周知します。

④安全・安心な住まい・まちづくり

住み慣れた自宅での生活を可能な限り続けるため、安全安心な住まい・まちづくりに

対する支援が必要となります。住宅においては大規模地震発生の切迫性が指摘されて

いる中、旧耐震基準により建築された住宅の耐震改修や建て替えによる耐震化を促進

する必要があります。また、増加している空き家は、防災・防犯・環境衛生等様々な面

から、地域の住環境に深刻な影響を及ぼすことが懸念されています。さらに、自力では

住宅を確保することが困難な高齢者や障がい者、子育て世帯等が住宅を確保すること

ができるよう、民間賃貸住宅との連携による住宅セーフティネットの有効活用を促進

します。

事業名 内 容

住まいの耐震性向上推

進事業

・住宅所有者等に対する地震発生の危険性、耐震化の必要性に係る効果的

な普及啓発を行うとともに、耐震化に要する費用の支援（補助制度）に

より、住宅の耐震化を促進します。

空き家バンク ・空き家バンクホームページ等で、空き家の物件情報を提供するととも

に、リフォームや家財道具処分及び引越しに要する費用の支援（補助

制度）により、空き家の有効活用を促進します。

セーフティネット住宅

登録制度

・公営住宅を補完するため、セーフティネット住宅登録制度などの民間賃

貸住宅と連携した住宅セーフティネットの有効活用を促進します。

住宅改修の支援 ・要介護者が住み慣れた自宅で安心して生活できるよう介護保険制度を利

用した住宅改修を推進します。

基本目標２ 共に支えあう安全・安心な地域づくり

基
本
目
標
２

２ 地域支え合い体制の推進

高齢化や人口減少が進み、地域で支え合う基盤が弱まってきています。日常生活にお

ける人と人とのつながりが弱まる中、誰もが住み慣れた地域で孤立せずにその人らし

い生活を送ることができるよう、移動スーパー等様々な地域資源が協働し、支援が必要

な高齢者等を地域の実情に応じた仕組みで支え、見守るためのネットワークづくりが

必要となります。

また、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、緊急時の通報手段

を高齢者でも簡単に操作できるＩＣＴ（ペンダント型発信機、センサー等）を利用した

システムにより、切れ目のない見守り体制を構築します。

事業名 内 容

高齢者見守りネットワ

ーク事業

・高齢者、障がい者、認知症者、その他日常的に支援を必要とする人が安

心して生活できるようにするため、各地区において見守りネットワーク

事業の取組を組織し、見守る活動を支援します。

緊急通報システム整備

事業

・自宅での急病や事故発生時に、ごく簡単な操作で緊急事態を通報できる

装置（警備システム端末機）を設置することで、市が委託する警備会社

が状況に応じて緊急通報時の対応を行うほか、平時の見守りや月１回の

安否確認訪問、 時間対応の電話相談を実施します。また、地域包括支

援センター職員や民生委員による実態把握に努め、必要世帯に設置を促

します。

地域の見守りと買い物

支援事業

・「自宅近くに商店がない」、「移動手段がない」など買い物に困っている方

に対し移動スーパーを実施することにより、買い物ができる環境を整え

日常生活の支援と、移動スーパーによりコミュニケーションの場を提供

して地域の見守りを実施し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせ

る体制づくりを推進します。

・地域共助活動推進事業

・救急医療情報キット配布事業

・ふれあい・いきいきサロン

《その他の事業》

移動スーパー ふれあい・いきいきサロン救急医療情報キット
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２ 高齢者の防災対策

自然災害が多発する近年、地域で高齢者が安心して生活を続けるためには、高齢者の

災害対策とそのための支援体制の強化は避けては通れない急務の課題です。

本市では、「真岡市地域防災計画」に基づき、高齢者等の緊急時に配慮が必要となる

人の安否確認や避難支援、避難所での生活支援を的確に実施するため、避難行動要支援

者名簿の作成及び更新を行うとともに個別避難計画の作成を推進します。

また、防災行政無線のほか、市公式アプリ、市防災ＷＥＢ、コミュニティＦＭを活用

した防災ラジオ等の災害情報伝達手段の多重化を図ります。

事業名 内 容

避難行動要支援者避難

支援事業

・災害時等に避難支援を必要とする避難行動要支援者の把握に努めるとと

もに、一人一人の個別避難計画の作成を推進します。また、地域におけ

る避難支援者を増やすために、関係課等と連携し地域における避難行動

要支援者に対する理解と意識の向上を図ります。

防災リーダー養成研修や

地区防災計画策定支援

・各自治会で形成している自主防災組織について、引き続き、地域防災力

を高めるため、防災におけるリーダーとなる人材を育成する防災リーダ

ー養成研修の実施や装備品の配布とともに地区防災計画策定支援を行

います。

福祉避難所の確保 ・市内社会福祉法人と協定を結び、一般避難所で避難生活が困難な方が避

難できる福祉避難所を確保し、協定先と連携しながら安全に避難生活が

できるよう努めます。

コミュニティＦＭによ

る防災力の向上事業

・令和２年開局のコミュニティＦＭラジオを活用し、平時の防災行政無線

の情報発信とともに災害発生時の緊急放送により災害情報などを提供

します。あわせて、防災ラジオの普及推進に努めます。

単
位

第８期計画 第９期計画

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

（見込値）

令和

６年度

令和

７年度

令和

８年度

避難行動要支援者名簿

登載対象者に対する調

査回答率

％

基本目標２ 共に支えあう安全・安心な地域づくり

基
本
目
標
２

３ 高齢者の感染症対策

令和２年から流行した新型コロナウイルス感染症は令和５年５月８日より、感染症

法上の位置付けが２類相当から５類感染症に移行しましたが、新たな変異株の発生な

ど、状況を変化させながら、流行を繰り返しています。

新型コロナウイルス感染症で培った経験や課題を教訓に、感染症に対するさらなる

対応力を強化し、高齢者と地域とのつながりが切れることなく、安心して地域で生活を

送れる施策を推進します。

また、介護事業所等とは日頃から連携し、感染拡大防止策の周知啓発、感染症発生時

に備えた平時からの事前準備、感染症発生時の体制の構築等に努めます。さらに、感染

症発生時においても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築するとと

もに、県や保健所等と連携した支援体制を整備していきます。

事業名 内 容

業務継続計画（ＢＣＰ）

の策定支援

・令和６年４月より、自然災害や感染症の蔓延といった不測の事態が発生

した場合でも、可能な限り業務の継続及び早期復旧に備え、介護事業者

に対して業務継続計画（ＢＣＰ）の策定が義務化されることから、策定

及び見直しに際して、情報提供を行うとともに、必要に応じて相談、助

言等を行います。

衛生・防護用品の備蓄と

介護施設への迅速な供

給

・感染症発生時において、衛生用品等の国内需給がひっ迫するなど介護事

業所等において必要な物資の確保が困難な状況に備え、必要な物資を備

蓄するとともに、国や県と連携し、調達・輸送体制の整備に努めます。
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基本目標２ 共に支えあう安全・安心な地域づくり

施策４ 支え合いの地域づくり

１ 生活支援体制整備事業の推進

一人暮らしや高齢者のみの世帯、認知症の高齢者が増加する中、地域における課題は

多様化しています。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくためには、多

様な生活上の困りごとに対する支援が必要となります。

本市においては、日常生活圏域ごとの実情に応じて、地域のニーズ・課題、多様なサ

ービスの開発、担い手の発掘・育成等に取り組むため、生活支援コーディネーターを配

置するとともに、話し合いの場として協議体を設置し、地域住民による見守りや、通い

の場、移動スーパー等の活動を実施しています。すべての日常生活圏域に協議体が設置

できるように事業推進と活動支援を継続し、地域共生社会の実現に向け取り組みます。

事業名 内 容

協議体の設置 ・多様な関係機関等が集まり、情報共有や連携を強化する場を設置します。

・第１層は市全体の協議の場として活用していきます。

・第２層は日常生活圏域ごとに話し合いの場として協議体を設置すること

で、地域連携の強化を図り、地域包括ケアシステムの一部となる地域の

支援体制づくりを推進します。

生活支援コーディネー

ターの配置

・高齢者の生活支援サービスの体制整備を目的とし、生活支援の担い手、

サービスの開発、関係者のネットワークなどの役割を担う生活支援コー

ディネーターを協議体ごとに配置します。協議体において、市民が主体

的に地域課題や解決方法について検討できるよう、生活支援コーディネ

ーターの役割を十分発揮できるよう取り組みます。

【生活支援体制整備事業のイメージ】

区長会
民生委員・児童委員

地域福祉推進員

消防団

その他必要な団体

社会福祉協議会

老人クラブ連合会

郵便局

協議体

生活支援コーディネーター
※支え合い・助け合いを広めること

はが野農業協同組合

特別養護老人ホーム交番・駐在所

小中学校・高校

ＰＴＡ

グループホーム



第４章 施策の推進

第
４
章

２ 高齢者の防災対策

自然災害が多発する近年、地域で高齢者が安心して生活を続けるためには、高齢者の

災害対策とそのための支援体制の強化は避けては通れない急務の課題です。

本市では、「真岡市地域防災計画」に基づき、高齢者等の緊急時に配慮が必要となる

人の安否確認や避難支援、避難所での生活支援を的確に実施するため、避難行動要支援

者名簿の作成及び更新を行うとともに個別避難計画の作成を推進します。

また、防災行政無線のほか、市公式アプリ、市防災ＷＥＢ、コミュニティＦＭを活用

した防災ラジオ等の災害情報伝達手段の多重化を図ります。

事業名 内 容

避難行動要支援者避難

支援事業

・災害時等に避難支援を必要とする避難行動要支援者の把握に努めるとと

もに、一人一人の個別避難計画の作成を推進します。また、地域におけ

る避難支援者を増やすために、関係課等と連携し地域における避難行動

要支援者に対する理解と意識の向上を図ります。

防災リーダー養成研修や

地区防災計画策定支援

・各自治会で形成している自主防災組織について、引き続き、地域防災力

を高めるため、防災におけるリーダーとなる人材を育成する防災リーダ

ー養成研修の実施や装備品の配布とともに地区防災計画策定支援を行

います。

福祉避難所の確保 ・市内社会福祉法人と協定を結び、一般避難所で避難生活が困難な方が避

難できる福祉避難所を確保し、協定先と連携しながら安全に避難生活が

できるよう努めます。

コミュニティＦＭによ

る防災力の向上事業

・令和２年開局のコミュニティＦＭラジオを活用し、平時の防災行政無線

の情報発信とともに災害発生時の緊急放送により災害情報などを提供

します。あわせて、防災ラジオの普及推進に努めます。

単
位

第８期計画 第９期計画

令和

３年度

令和

４年度

令和

５年度

（見込値）

令和

６年度

令和

７年度

令和

８年度

避難行動要支援者名簿

登載対象者に対する調

査回答率

％

基本目標２ 共に支えあう安全・安心な地域づくり

基
本
目
標
２

３ 高齢者の感染症対策

令和２年から流行した新型コロナウイルス感染症は令和５年５月８日より、感染症

法上の位置付けが２類相当から５類感染症に移行しましたが、新たな変異株の発生な

ど、状況を変化させながら、流行を繰り返しています。

新型コロナウイルス感染症で培った経験や課題を教訓に、感染症に対するさらなる

対応力を強化し、高齢者と地域とのつながりが切れることなく、安心して地域で生活を

送れる施策を推進します。

また、介護事業所等とは日頃から連携し、感染拡大防止策の周知啓発、感染症発生時

に備えた平時からの事前準備、感染症発生時の体制の構築等に努めます。さらに、感染

症発生時においても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築するとと

もに、県や保健所等と連携した支援体制を整備していきます。

事業名 内 容

業務継続計画（ＢＣＰ）

の策定支援

・令和６年４月より、自然災害や感染症の蔓延といった不測の事態が発生

した場合でも、可能な限り業務の継続及び早期復旧に備え、介護事業者

に対して業務継続計画（ＢＣＰ）の策定が義務化されることから、策定

及び見直しに際して、情報提供を行うとともに、必要に応じて相談、助

言等を行います。

衛生・防護用品の備蓄と

介護施設への迅速な供

給

・感染症発生時において、衛生用品等の国内需給がひっ迫するなど介護事

業所等において必要な物資の確保が困難な状況に備え、必要な物資を備

蓄するとともに、国や県と連携し、調達・輸送体制の整備に努めます。

基本目標２ 共に支えあう安全・安心な地域づくり

基
本
目
標
２

２ 地域支え合い体制の推進

高齢化や人口減少が進み、地域で支え合う基盤が弱まってきています。日常生活にお

ける人と人とのつながりが弱まる中、誰もが住み慣れた地域で孤立せずにその人らし

い生活を送ることができるよう、移動スーパー等様々な地域資源が協働し、支援が必要

な高齢者等を地域の実情に応じた仕組みで支え、見守るためのネットワークづくりが

必要となります。

また、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、緊急時の通報手段

を高齢者でも簡単に操作できるＩＣＴ（ペンダント型発信機、センサー等）を利用した

システムにより、切れ目のない見守り体制を構築します。

事業名 内 容

高齢者見守りネットワ

ーク事業

・高齢者、障がい者、認知症者、その他日常的に支援を必要とする人が安

心して生活できるようにするため、各地区において見守りネットワーク

事業の取組を組織し、見守る活動を支援します。

緊急通報システム整備

事業

・自宅での急病や事故発生時に、ごく簡単な操作で緊急事態を通報できる

装置（警備システム端末機）を設置することで、市が委託する警備会社

が状況に応じて緊急通報時の対応を行うほか、平時の見守りや月１回の

安否確認訪問、 時間対応の電話相談を実施します。また、地域包括支

援センター職員や民生委員による実態把握に努め、必要世帯に設置を促

します。

地域の見守りと買い物

支援事業

・「自宅近くに商店がない」、「移動手段がない」など買い物に困っている方

に対し移動スーパーを実施することにより、買い物ができる環境を整え

日常生活の支援と、移動スーパーによりコミュニケーションの場を提供

して地域の見守りを実施し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせ

る体制づくりを推進します。

・地域共助活動推進事業

・救急医療情報キット配布事業

・ふれあい・いきいきサロン

《その他の事業》

移動スーパー ふれあい・いきいきサロン救急医療情報キット




